
滋賀県農村地域への産業の導入に関する基本計画 新旧対照表 

新 旧 

１～３ 省略 

４ 農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調

整に関する方針 

(1) 産業導入地区の区域の設定については、１(2)の「産業導入地区の

区域の設定および見直し」によるものとするが、やむを得ず産業導

入地区に農用地を含める場合においては、地域の実情を踏まえつ

つ、下記の考え方に基づいて産業導入地区の区域を設定することと

する。 

  ア 省略 

  イ 周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じ

ないようにすること。 

農用地において導入産業の用に供する施設を整備することに

より、 

・ 集団的まとまりを持つ農用地の中央部に他の使途に用いら

れる土地が介在し、高性能農業機械による営農への支障が生じ

ること 

・ 小規模の開発行為がまとまりなく行われ、農業生産基盤整備

事業の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進へ

の支障が生じること 

・ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 19 条

第１項に規定する地域計画（以下「地域計画」という。）の区

域内に他の使途の土地が介在することとなり、当該地域計画に

定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定め

られた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地

の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標等の地域計画

１～３ 省略 

４ 農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調

整に関する方針 

(1) 産業導入地区の区域の設定については、１(2)の「産業導入地区の

区域の設定および見直し」によるものとするが、やむを得ず産業導

入地区に農用地を含める場合においては、地域の実情を踏まえつ

つ、下記の考え方に基づいて産業導入地区の区域を設定することと

する。 

ア 省略 

  イ 周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じ

ないようにすること。 

農用地において導入産業の用に供する施設を整備することに

より、 

・ 集団的まとまりを持つ農用地の中央部に他の使途に用いら

れる土地が介在し、高性能農業機械による営農への支障が生じ

ること 

・ 小規模の開発行為がまとまりなく行われ、農業生産基盤整備

事業の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進へ

の支障が生じること 
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の達成に支障が生じることなど、 

土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じる事態が

起きないようにすること。 

  ウ，エ 省略 

  オ 農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにす

ること。 

   (ｱ) 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条の３第１項

（同法第 96 条の４第１項において準用する場合を含む。）の

規定により行う土地改良事業が実施された農用地にあっては、

農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区の区域に含めな

いこと。また、当該土地改良事業を行う予定のあることが公に

されている農用地についても、産業導入地区の区域に含めない

こと。なお、「公にされている」ことの解釈は、「農村地域への

産業の導入に関する法律に関するガイドライン（平成 30 年 1

月 19 日付け職発 0119 第 3 号、29 農振第 1646 号、20171220

地局第 1 号）」第３の１(4)によること。 

   (ｲ) 省略 

   （削除） 

 

 

 

 

 (2) 省略 

 (3) 地域計画が市町において広範に設定されている場合であって、

地域計画外に適当な施設用地がないとき等の、地域計画内の農用

地への産業導入地区の区域の設定を検討せざるを得ない事情があ

 

 

 

  ウ，エ 省略 

  オ 農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにす

ること。 

   (ｱ) 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条の３第１項

の規定により行う土地改良事業が実施された農用地にあって

は、農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区の区域に含め

ないこと。また、当該土地改良事業を行う予定のあることが公

にされている農用地についても、産業導入地区の区域に含めな

いこと。なお、「公にされている」ことの解釈は、「農村地域へ

の産業の導入に関する法律に関するガイドライン（平成 30 年

1 月 19 日付け職発 0119 第 3 号、29 農振第 1646 号、20171220

地局第 1 号）」第３の１(4)①によること。 

 

(ｲ) 省略 

   (ｳ) 農用地区域内においては、農地中間管理事業の推進に関する

法律（平成 25 年法律第 101 号）第８条第２項第１号に規定す

る農地中間管理事業を重点的に実施する区域（以下、「重点実

施区域」という。）内の農用地以外の農用地区域での開発を優

先すること。 

 (2) 省略 

 (3) 上記(1)オ(ｳ)における重点実施区域が市町において広範に設定

されている場合であって、重点実施区域外に適当な施設用地がな

いとき等の、重点実施区域内の農用地への産業導入地区の区域の
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る場合には、県の農政部局等との間で産業導入地区の区域と地域

計画の関係について十分調整を行うものとする。 

 

５ 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項 

 (1) 情報提供等 

農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に当たっては、

本制度に基づく国の税制措置や、融資、予算等の支援措置、業種横断

的な設備投資に係る税制上の措置等が活用されるよう、情報提供等必

要な支援を行う。 

 (2)、(3) 省略 

６ 労働力の需給の調整および農業従事者の農村地域に導入される産

業への就業の円滑化に関する事項 

(1) 省略 

(2) 職業紹介等の充実 

農業従事者のほか、地域住民、地域への移住者等がその希望および

能力に応じて導入産業に就業できるようにするため、職業安定行政機

関等の連携を図り、きめ細かい職業相談、職業指導および職業紹介に

応じられる体制の実施に努める。 

この場合において、地元農業従事者、特に中高年齢者が導入産業へ

円滑に就業できるようにするため、職業転換給付金制度、地域雇用開

発助成金制度等の積極的な活用に努める。 

また、労働者の雇用の安定を図るため、雇用安定事業による助成等

の雇用環境の整備に努めるとともに、労使関係の安定促進等に必要な

措置を講ずる。 

さらに、労働力需給の不適合の解消に資するよう、雇用管理の改善

や求人・求職条件面での指導を実施するとともに、高年齢者の雇用・

設定を検討せざるを得ない事情がある場合には、県の農政部局等

との間で産業導入地区の区域と重点実施区域の関係について十分

調整を行うものとする。 

５ 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項 

 (1) 情報提供等 

農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に当たっては、

本制度に基づく国の税制、融資、予算等の支援措置や、業種横断的な

設備投資に係る税制上の措置等が活用されるよう、情報提供等必要な

支援を行う。 

 (2)、(3) 省略 

６ 労働力の需給の調整および農業従事者の農村地域に導入される産

業への就業の円滑化に関する事項 

(1) 省略 

(2) 職業紹介等の充実 

農業従事者のほか、地域住民、地域への移住者等がその希望および

能力に応じて導入産業に就業できるようにするため、職業安定行政機

関等の連携を図り、きめ細かい職業相談、職業指導および職業紹介に

応じられる体制の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

就業機会の確保、女性の職業能力発揮のための条件整備に努めるほ

か、若年者等の地元就職に資するよう相談・援助に努める。 

 (3) 職業能力開発等の推進 

離農転職者の円滑な就業を促進するため、ハローワークとの連携を

密にしつつ、公共職業能力開発施設等の関係機関と連携を図りなが

ら、計画的な職業能力開発の実施に努める。 

この場合において、技術革新や情報化の進展に留意しつつ、地域や

導入企業のニーズ等に応じた公共職業訓練の弾力的な実施、新技術に

関する研修の充実および国内産業の高付加価値化や新分野への事業

展開を担う人材の育成に資する職業訓練や自己啓発等の能力開発に

対する支援対策に努めるとともに、企業において雇い入れた農業従事

者等の能力開発が継続的に行われるよう、適切な指導援助に努める。 

７ 省略 

８ その他必要な事項 

 (1) 環境の保全等 

実施計画の策定およびこれに基づく具体的な産業の導入に当たっ

ては、必要に応じて環境に与える影響を調査検討し、琵琶湖をはじめ

とした優れた自然の保全および森林、農地、水辺地等における自然環

境の維持・形成に努めるとともに、公害の防止はもとよりエネルギー

利用の効率化、健全な水循環機能の保全、適正なリサイクル・廃棄物

処理等により、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷をできる限り

増加させないよう努める。 

また、交通量の増加に伴う大気の汚染、騒音、振動等について配慮

するとともに、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るとともに、道路の交通に起因する障害の防止に配慮する。 

 (2)～(4) 省略 

 

 

(3) 職業能力開発等の推進 

離農転職者の円滑な就業を促進するため、ハローワークとの連携を

密にしつつ、公共職業能力開発施設等の関係機関と連携を図りなが

ら、計画的な職業能力開発の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

７ 省略 

８ その他必要な事項 

 (1) 環境の保全等 

実施計画の策定およびこれに基づく具体的な産業の導入に当たっ

ては、必要に応じて環境に与える影響を調査検討し、琵琶湖をはじめ

とした優れた自然の保全および森林、農地、水辺地等における自然環

境の維持・形成に努めるとともに、公害の防止はもとよりエネルギー

利用の効率化、健全な水循環機能の保全、適正なリサイクル・廃棄物

処理等により、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷をできる限り

増加させないよう努める。 

 

 

 

(2)～(4) 省略 
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 (5) 関係部局間の十分な連携等 

農村地域へ導入された企業と地域社会との相互理解を深め、活力あ

る地域社会の形成を図るため、市町、導入企業、農業団体、商工団体、

試験研究機関、教育機関等の連絡調整に努める。 

また、本制度は産業導入促進、就業促進および農業構造改善を一体

として推進するものであることを踏まえ、県および市町においては、

本制度の運用に当たっては、商工関係部局と農林関係部局を中心とし

た関係部局間の密接な連携が重要であることに留意して、施策の推進

や情報の共有等に努めるものとする。 

 (6)～(9) 省略 

 

 (5) 関係部局間の十分な連携等 

農村地域へ導入された企業と地域社会との相互理解を深め、活力あ

る地域社会の形成を図るため、市町、導入企業、農業団体、商工団体、

試験研究機関、教育機関等の連絡調整に努める。 

 

 

 

 

 

 (6)～(9) 省略 

 

 


